
食品衛生申請等システムの利用方法 （④営業の届出編）

新規届出をクリック

※主たる取扱い食品を検索して選択

（裏面へ）

下記

営業の届出をクリック

「調理の機能を有する自動販売機」を設置する場合、その機体の型番を記入



代表的な営業の種類 主な食品とその取扱い範囲 該当施設例

③ 乳類販売業 牛乳、乳飲料、クリーム等の販売 牛乳宅配業者、小売店

⑤ コップ式自動販売機
（自動洗浄・屋内設置）

「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種リストにあるもののうち、
屋内に設置されているもの

⑥ 弁当販売業 弁当・惣菜の小売り（店舗での調理・加工なし。） コンビニ、小売店

⑦ 野菜果物販売業 野菜・果物の小売り・卸売り 青果店（八百屋）

⑬ その他の食料・飲料販売業 菓子・パン類・乳類以外の飲料・加工食品等の販売 商店、小売店

⑯ コーヒー製造・加工業
（飲料の製造を除く。）

コーヒーの生豆、焙煎豆、挽き豆等の製造・加工
（清涼飲料としてのコーヒーを除く。）

コーヒー豆専門店、
焙煎所

⑰ 農産保存食料品製造・加工業 乾燥キノコ、干し柿、切干大根（乾燥品）等の製造・加工 左記に該当する食品類の
製造・加工業者

㉖ 集団給食施設 1回の提供食数が20食程度以上の集団給食施設
（調理業務を外部委託する場合を除く。）

学校、病院、保育所等

松山市保健所生活衛生課 食品衛生担当

TEL：089-911-1808

大規模な食品製造工場等以外は、
基本的に「②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を選択

・・・
食品衛生責任者の資格情報を入力

※養成講習会を受講して資格取得した場合は、「⑩知事等が行う
講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者」を選択し、
左の例のように、講習会開催地、受講日、責任者番号等を入力
します。

法人の登記簿事項証明書等がある場合に添付

「＋」をクリック

営業の種類を①～㉙から選択

（届出の多い代表的な業種を次に紹介）

・・・

自動車に食品類を積み
込んで販売する場合は
自動車登録番号を入力

（移動スーパー等）


